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Ⅱ 施策

２ 生活者としての外国人に対する支援

(3) 円滑なコミュニケーションの実現

② 日本語教育機関の質の向上・適正な管理

【現状認識・課題】

我が国の社会や文化への関心の高まり等を受け、我が国への留学生、特に日本語教育機関への留学生が

急増しているが、日本語教育機関については、日本語教育機関の告示基準（以下「告示基準」という ）。

に適合し、留学生を受け入れることができる日本語教育機関として法務大臣が留学告示をもって定めた後

の告示基準への適合性に係る継続的な確認・評価を行う仕組みがないこと、我が国の日本語教育機関への

留学に関して不当に高額な手数料等を徴収する悪質な仲介事業者が存在すること等の課題が存することか

ら、これらの課題に適切に対処し、適切な学習環境を確保していく必要がある。

【具体的施策】

○ 留学生を受け入れることができる日本語教育機関を法務大臣が指定する告示である留学告示からの抹

消の基準について、従前から告示基準に存在する抹消の基準である全生徒の出席率、全生徒に占める不

法残留者等の割合等の基準を厳格化するとともに、新たな抹消の基準として、留学生の日本語能力に係

る試験の合格率等による厳格な数値基準を導入する 〔法務省、文部科学省 《施策番号56》。 〕

○ 現状では、日本語教育機関は、留学告示に定められた後は、地方入国管理局から求められた場合等に

限って告示基準への適合性等について点検・報告することとされるにとどまっているところ、法務省は

速やかに告示基準を改正し、告示された時点での日本語教育機関の計画を踏まえ、告示基準適合性に係

る定期的な点検及び地方入国管理局に対する報告を日本語教育機関に義務付ける。法務省は、引き続き

告示しておくことが適当でないと判断した場合は、必要な指導を行い、なおも改善がみられない場合等

において、告示から抹消することとする。法務省は、必要に応じ、文部科学省と協議した上で日本語教

育機関に対する指導を行う 〔法務省、文部科学省 《施策番号57》。 〕

○ 教育の質の確保及び留学生の在籍管理の徹底のため、平成31年３月を目途に告示基準を改正し、日本

語教育機関に対し、留学生の日本語能力に係る試験の結果等の地方入国管理局に対する報告及び公表を

義務付ける。あわせて、在留資格「留学」に係る在留資格認定証明書交付申請の際の提出資料の見直し

を図ることにより地方入国管理局における審査を厳格化するほか、地方入国管理局における日本語教育

機関の適正性判断に係る選定基準を見直す 〔法務省、文部科学省 《施策番号58》。 〕

○ 告示基準における日本語教育機関の抹消の基準等の適用に当たっては、出席率をＩＣＴによる記録に

基づき審査するなどし、その適正性について的確な判断を行う 〔法務省 《施策番号59》。 〕

○ 検挙された留学生について、その通っている日本語教育機関が判明した場合に、警察庁が法務省及び

外務省に対して当該日本語教育機関の情報を提供し、法務省において当該情報を日本語教育機関に対す

る調査等に活用するとともに、外務省において査証審査に活用する取組を更に推進する。外務省は、査

証審査等により判明した、要件を満たさない留学生に係る日本語教育機関の情報を法務省等に提供し、

法務省は、当該情報を日本語教育機関に対する調査等に活用する 〔警察庁、法務省、外務省 《施策番。 〕

号60》


